
 

 
 

 

一 

 
 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案 

 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
全
国
的
に
ま
ん
延
し
て
い
る
中
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
関
連
す
る
差
別
が
行
わ
れ
、
こ
れ
を
受
け
た
者
が
苦
痛
と
苦
難
を
強
い
ら
れ
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
の
解
消
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
を
明
ら
か
に
す

る
と
と
も
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
の
禁
止
、
国
の
行
政
機
関
等
、
地
方
公
共
団
体
等
及
び
事

業
者
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
を
解
消
す
る
た
め
の
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
の
解
消
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
と
は
、
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と

が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
感
染
症
を
い
う
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。 



 

 
 

 

二 

一 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
病
原
体
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）

に
感
染
し
て
い
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
感
染
者
」
と
い
う
。
）
及
び
感
染
者
と
の
接
触
の
状
況
そ
の

他
の
事
情
に
照
ら
し
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

に
感
染
し
て
い
る
こ
と
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
こ
と
。 

二 

感
染
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
不
当
な
差
別
的
取
扱
い

を
す
る
こ
と
。 

三 

感
染
者
等
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
同
一
の
地
域
に
居

住
す
る
者
、
感
染
者
等
と
同
一
の
国
又
は
地
域
の
出
身
で
あ
る
者
そ
の
他
感
染
者
等
と
共
通
す
る
一
定
の
属
性
を
有
す
る

者
及
び
医
療
そ
の
他
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
係
す
る
一
定
の
職
種
に
従
事
す
る
者
に
対
し
て
、
当
該
属
性
を

有
す
る
こ
と
又
は
当
該
職
種
に
従
事
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
こ
と
。 

四 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
を
受
け
て
い
な
い
者
に
対
し
て
、
当
該
予
防
接
種
を
受
け
て
い
な
い

こ
と
を
理
由
と
し
て
、
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
こ
と
。 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
由
を
理
由
と
し
て
、
謝
罪
、
金
品
の
供
与
そ
の
他



 

 
 

 

三 

の
行
為
を
す
る
こ
と
を
強
要
し
、
こ
れ
ら
の
者
の
名
誉
又
は
信
用
を
毀
損
し
、
こ
れ
ら
の
者
の
個
人
に
関
す
る
情
報
を
み

だ
り
に
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
私
生
活
の
平
穏
を
侵
害
し
、
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
行
為
を

す
る
こ
と
。 

六 

他
人
に
対
し
て
、
前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
依
頼
し
、
又
は
唆
す
こ
と
。 

 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
の
解
消
に
関
す
る
施
策
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関

連
す
る
差
別
の
解
消
の
必
要
性
に
対
す
る
国
民
一
人
一
人
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
よ
り
、
全
て
の
人
が
相
互
に
人
格
と
個

性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
の
解
消
に
関
す
る
施
策
は
、
感
染
者
等
に
対
す
る
差
別
的
意
識
に
基
づ

く
言
動
に
よ
り
何
人
も
苦
痛
と
苦
難
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

３ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
の
解
消
に
関
す
る
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
の
解
消
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
こ
と



 

 
 

 

四 

に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
四
条 
国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
の
解
消
に
関
す
る
施
策

を
講
ず
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
が
講
ず
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
の
解
消
に
関
す
る
施
策

を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
、
指
導
及
び
助
言
を
行
う
責
務
を
有
す
る
。 

２ 

地
方
公
共
団
体
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
の
解
消
に
関
し
、

国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
て
、
国
及
び
他
の
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
そ
の
地
域
の
実
情
に
応
じ

た
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
差
別
の
禁
止
） 

第
五
条 

何
人
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
基
本
指
針
） 

第
六
条 

政
府
は
、
第
三
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
の
解
消
に
関
し
、

国
及
び
地
方
公
共
団
体
並
び
に
事
業
者
が
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
基
本
的
な
指
針（
以
下「
基
本
指
針
」と
い
う
。
）



 

 
 

 

五 

を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
内
閣
総
理
大
臣
は
、
基
本
指
針
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
基
本
指
針
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

関
連
す
る
差
別
を
受
け
た
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
基
本
指
針
を
公
表
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

５ 

前
三
項
の
規
定
は
、
基
本
指
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
国
等
職
員
対
応
要
領
） 

第
七
条 

国
の
行
政
機
関
（
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）

第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
国
の
行
政
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
及

び
独
立
行
政
法
人
等
（
同
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
三
条
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
基
本
指
針
に
即
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
の
解
消
に
関
し
、
当

該
国
の
行
政
機
関
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
職
員
が
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
要
領
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
三



 

 
 

 

六 

条
に
お
い
て
「
国
等
職
員
対
応
要
領
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
国
の
行
政
機
関
の
長
及
び
独
立
行
政
法
人
等
は
、
国
等
職
員
対
応
要
領
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
は
、
国
等
職
員
対
応
要
領
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
地
方
公
共
団
体
等
職
員
対
応
要
領
） 

第
八
条 

地
方
公
共
団
体
（
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
地
方
公
共

団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
機
関
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
（
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
基
本
指
針
に
即
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

関
連
す
る
差
別
の
解
消
に
関
し
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
機
関
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
が
適
切
に
対
応
す
る
た
め

に
必
要
な
要
領
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
地
方
公
共
団
体
等
職
員
対
応
要
領
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

地
方
公
共
団
体
の
機
関
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
は
、
地
方
公
共
団
体
等
職
員
対
応
要
領
を
定
め
た
と
き
は
、遅
滞
な
く
、

こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

 
 

 

七 

３ 

国
は
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
等
職
員
対
応
要
領
の
作
成
に
協
力
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
二
項
の
規
定
は
、
地
方
公
共
団
体
等
職
員
対
応
要
領
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
事
業
者
の
た
め
の
対
応
指
針
） 

第
九
条 

主
務
大
臣
は
、
基
本
指
針
に
即
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
の
解
消
に
関
し
、
事
業
者

（
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
事
業
者
を
い
う
。
次
条
及
び
第
十

二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
指
針
（
以
下
「
対
応
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。 

２ 

第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
対
応
指
針
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
報
告
の
徴
収
並
び
に
助
言
、
指
導
及
び
勧
告
） 

第
十
条 

主
務
大
臣
は
、
事
業
者
の
事
業
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
を
解
消
す
る
た
め
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
対
応
指
針
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
者
に
対
し
、
報
告
を
求
め
、
又
は
助
言
、

指
導
若
し
く
は
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



 

 
 

 

八 

 
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
へ
の
対
応
に
係
る
協
力
の
要
請
） 

第
十
一
条 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
を
受
け
た
者
は
、
当
該
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差

別
に
係
る
情
報
の
削
除
を
求
め
、
又
は
発
信
者
情
報
（
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者

情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
定
め
る
発
信
者
情
報
を
い
う
。
）
の

開
示
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
、
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
主
務
大
臣
） 

第
十
二
条 

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
対
応
指
針
の
対
象
と
な
る
事
業
者
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
又
は
国
家
公
安

委
員
会
と
す
る
。 

 

（
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
事
務
） 

第
十
三
条 

第
十
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
の

長
そ
の
他
の
執
行
機
関
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
権
限
の
委
任
） 



 

 
 

 

九 

第
十
四
条 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
所
属
の

職
員
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
十
五
条 

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

（
罰
則
） 

第
十
六
条 

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
か
ら
附
則
第
六
条

ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
基
本
指
針
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
第
六
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
基
本
指
針
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
同
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
こ
れ
を
公
表



 

 
 

 

一
〇 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
基
本
指
針
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

も
の
と
み
な
す
。 

 

（
国
等
職
員
対
応
要
領
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

国
の
行
政
機
関
の
長
及
び
独
立
行
政
法
人
等
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
第
七
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、

国
等
職
員
対
応
要
領
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
国
等
職
員
対
応
要
領
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
地
方
公
共
団
体
等
職
員
対
応
要
領
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

地
方
公
共
団
体
の
機
関
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
第
八
条
の
規
定
の
例
に

よ
り
、
地
方
公
共
団
体
等
職
員
対
応
要
領
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
地
方
公
共
団
体
等
職
員
対
応
要
領
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
第
八
条
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 



 

 
 

 

一
一 

 
（
対
応
指
針
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
五
条 

主
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
第
九
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
対
応
指
針
を
定
め
、
こ
れ
を
公

表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
対
応
指
針
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

も
の
と
み
な
す
。 

 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
六
条 

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

（
調
整
規
定
） 

第
七
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
が
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日
の
前
日
ま
で

の
間
に
お
け
る
第
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
二
条
第
六
号
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
す
る
。 

 

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
） 



 

 
 

 

一
二 

第
八
条 

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
第
三
項
第
四
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

四
十
六
の
二 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
基
本
指
針
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
作
成
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 



 

 
 

 

一
三 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
全
国
的
に
ま
ん
延
し
て
い
る
中
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
が
行

わ
れ
、
こ
れ
を
受
け
た
者
が
苦
痛
と
苦
難
を
強
い
ら
れ
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差

別
の
解
消
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
の
禁
止
、
国
の
行
政
機
関
等
、
地
方
公
共
団
体
等
及
び
事
業
者
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
す
る
差
別
を
解
消
す
る
た
め
の
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関

連
す
る
差
別
の
解
消
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


